
議第１号議案  

  

   横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一  

   部改正 

  

 横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正す  

る条例を次のように定める。 

  

   平成２４年５月３１日提出 

  

温暖化対策・環境創造・資源循環委員会 

委員長 加 納 重 雄 

 



横 浜 市 条 例 （ 番 号 ）  

横 浜 市 廃 棄 物 等 の 減 量 化 、 資 源 化 及 び 適 正 処 理 等 に 関 す る 条 例 の 一 部  

を 改 正 す る 条 例  

横 浜 市 廃 棄 物 等 の 減 量 化 、 資 源 化 及 び 適 正 処 理 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ４ 年 ９ 月

横 浜 市 条 例 第 ４ ４ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

目 次 中  

「 第 ８ 章  雑 則 （ 第 ４ ８ 条 ― 第 ５ １ 条 ）」  

を  

「 第 ８ 章  雑 則 （ 第 ４ ８ 条 ― 第 ５ ０ 条 ）  

 第 ９ 章  罰 則 （ 第 ５ １ 条 ― 第 ５ ３ 条 ）」  

に 改 め る 。  

第 ２ 条 第 ２ 項 に 次 の ３ 号 を 加 え る 。 

(3) 資 源 物  廃 棄 物 の う ち 紙 類 、 布 類 、 金 属 類 、 び ん 類 そ の 他 規 則 で 定 め る も 

の を い う 。 

(4) 資 源 集 団 回 収  自 治 会 、 町 内 会 等 の 営 利 を 目 的 と し な い 団 体 が 、 循 環 型 社 

会 の 形 成 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と し 、 自 主 的 に 資 源 物 の 収 集 又 は 運 搬 を 行 う 

こ と を い う 。  

(5) 資 源 集 団 回 収 登 録 団 体  規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 市 長 が 行 う 登 録 を 受 け 

、 資 源 集 団 回 収 を 行 う 団 体 を い う 。 

第 ２ ５ 条 の ４ を 次 の よ う に 改 め る 。  

（ 廃 棄 物 の 持 去 り の 禁 止 等 ）  

第 ２ ５ 条 の ４  横 浜 市 又 は 市 長 が 指 定 す る 事 業 者 以 外 の 者 は 、 一 般 廃 棄 物 処 理 計  

 画 に 従 っ て 所 定 の 場 所 に 排 出 さ れ た 廃 棄 物 を 持 ち 去 っ て は な ら な い 。  

２  資 源 集 団 回 収 登 録 団 体 を 構 成 す る 者 又 は 資 源 集 団 回 収 登 録 団 体 が 資 源 物 を 譲  

渡 す る 契 約 を し た 者 以 外 の 者 は 、 資 源 集 団 回 収 登 録 団 体 が 資 源 集 団 回 収 を 実 施  

す る た め に 指 定 し た 場 所 に 排 出 さ れ た 資 源 物 を 持 ち 去 っ て は な ら な い 。  

３  市 長 は 、 第 １ 項 に 規 定 す る 者 が 同 項 の 規 定 に 違 反 し て 廃 棄 物 を 持 ち 去 っ た と  

き 、 又 は 前 項 に 規 定 す る 者 が 同 項 の 規 定 に 違 反 し て 資 源 物 を 持 ち 去 っ た と き は  

、 そ の 者 に 対 し 、 当 該 行 為 を 行 わ な い よ う 命 じ る こ と が で き る 。  

 第 ２ ５ 条 の ５ を 削 る 。  



第 ４ ８ 条 中 「 当 該 廃 棄 物 の 処 理 に 関 し 必 要 な 」 を 「 質 問 を し 、」 に 改 め る 。  

第 ４ ９ 条 第 １ 項 中 「 又 は 建 物 」 を 「 、 建 物 、 車 両 、 船 舶 そ の 他 の 場 所 」 に 改 め

る 。  

第 ５ １ 条 の 見 出 し を 削 り 、 同 条 を 第 ５ ３ 条 と し 、 第 ５ ０ 条 の 次 に 次 の 章 名 及 び

２ 条 を 加 え る 。 

   第 ９ 章  罰 則 

第 ５ １ 条  第 ２ ５ 条 の ４ 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た 者 は 、 200,000 円 以 下 

の 罰 金 に 処 す る 。 

第 ５ ２ 条  法 人 の 代 表 者 又 は 法 人 若 し く は 人 の 代 理 人 、 使 用 人 そ の 他 の 従 業 者 が 

、 そ の 法 人 又 は 人 の 業 務 に 関 し て 、 前 条 の 違 反 行 為 を し た と き は 、 行 為 者 を 罰

す る ほ か 、 そ の 法 人 又 は 人 に 対 し て も 、 同 条 の 罰 金 刑 を 科 す る 。 

   附  則  

こ の 条 例 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

 

   提  案  理  由  

廃 棄 物 の 持 去 り を 禁 止 す る 命 令 に 係 る 規 定 及 び 当 該 命 令 に 違 反 し た 者 に 対 す る

罰 則 規 定 を 設 け る 等 の た め 、 横 浜 市 廃 棄 物 等 の 減 量 化 、 資 源 化 及 び 適 正 処 理 等 に

関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 し た い の で 提 案 す る 。 



上 段  改 正 案

下 段  現  行

参  考 

横 浜 市 廃 棄 物 等 の 減 量 化 、 資 源 化 及 び 適 正 処 理 等 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 

）  

 
 
 
目 次  
 
   （ 第 １ 章 か ら 第 ７ 章 ま で 省 略 ）  
 

         第 ５ ０ 条  
第 ８ 章  雑 則 （ 第 ４ ８ 条 ―     ）  

         第 ５ １ 条 
 
第 ９ 章  罰 則 （ 第 ５ １ 条 ― 第 ５ ３ 条 ）  
                  

 
 

（ 附 則 省 略 ）  
 

（ 定 義 ）  
 
第 ２ 条  （ 第 １ 項 省 略 ）  
 
 
２  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ  
 
 

ろ に よ る 。  
 

 
   （ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 省 略 ）  
 
 
 (3) 資 源 物  廃 棄 物 の う ち 紙 類 、 布 類 、 金 属 類 、 び ん 類 そ の 他 規 則 で 定 め る も  
                                     
                                     
 
  の を い う 。 
        
        
 
 (4) 資 源 集 団 回 収  自 治 会 、 町 内 会 等 の 営 利 を 目 的 と し な い 団 体 が 、 循 環 型 社 
                                     
                                     
 
  会 の 形 成 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と し 、 自 主 的 に 資 源 物 の 収 集 又 は 運 搬 を 行 う 
                                     
                                     
 
  こ と を い う 。 
         
         
 
 (5) 資 源 集 団 回 収 登 録 団 体  規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 市 長 が 行 う 登 録 を 受 け 
                                     
                                     
 
  、 資 源 集 団 回 収 を 行 う 団 体 を い う 。 
                   
                   
 

（ 廃 棄 物 の 持 去 り の 禁 止 等 ） 
              
（ 家 庭 か ら 排 出 さ れ た 廃 棄 物 の 所 有 権 ） 

 
       横 浜 市 又 は 市 長 が 指 定 す る 事 業 者 以 外 の 者 は 、 一 般 廃 棄 物 処 理 計 
第 ２ ５ 条 の ４                               
       一 般 廃 棄 物 処 理 計 画 に 従 っ て 家 庭 か ら 排 出 さ れ た 廃 棄 物 の 所 有 権 
 



 
 画 に 従 っ て 所 定 の 場 所 に 排 出 さ れ た 廃 棄 物 を 持 ち 去 っ て は な ら な い 。 
                                 
 は 、 横 浜 市 に 帰 属 す る も の と す る 。 
 
２  資 源 集 団 回 収 登 録 団 体 を 構 成 す る 者 又 は 資 源 集 団 回 収 登 録 団 体 が 資 源 物 を 譲  
                                     
                                     
 
 渡 す る 契 約 を し た 者 以 外 の 者 は 、 資 源 集 団 回 収 登 録 団 体 が 資 源 集 団 回 収 を 実 施  
                                     
  
 
 す る た め に 指 定 し た 場 所 に 排 出 さ れ た 資 源 物 を 持 ち 去 っ て は な ら な い 。  
                                     
  
 
３  市 長 は 、 第 １ 項 に 規 定 す る 者 が 同 項 の 規 定 に 違 反 し て 廃 棄 物 を 持 ち 去 っ た と  
                                     
                                     
 
 き 、 又 は 前 項 に 規 定 す る 者 が 同 項 の 規 定 に 違 反 し て 資 源 物 を 持 ち 去 っ た と き は  
                                     
                                     
 
 、 そ の 者 に 対 し 、 当 該 行 為 を 行 わ な い よ う 命 じ る こ と が で き る 。  
                               
                               
 
               
               
 （ 廃 棄 物 の 持 去 り の 禁 止 ） 
 
                                     
                                     
第 ２ ５ 条 の ５  市 長 が 指 定 す る 事 業 者 以 外 の 者 は 、 前 条 の 廃 棄 物 を 持 ち 去 っ て は 
 
       
       
 な ら な い 。 
 
 

（ 報 告 の 徴 収 等 ） 
 
     

第 ４ ８ 条  市 長 は 、 法 第 １ ８ 条 に 定 め る 場 合 を 除 く ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 必 要 
      
 
                                質 問 を し 

な 限 度 に お い て 、 占 有 者 等 又 は 事 業 者 そ の 他 必 要 と 認 め る 者 に 対 し 、     
                               当 該 廃 棄 
 
、        
          報 告 を 求 め 、 又 は 指 示 を す る こ と が で き る 。 

 物 の 処 理 に 関 し 必 要 な 
 
 

（ 立 入 調 査 ） 
     
第 ４ ９ 条  市 長 は 、 法 第 １ ９ 条 第 １ 項 に 定 め る 場 合 を 除 く ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 
     
 
 

に 必 要 な 限 度 に お い て 、 そ の 職 員 に 、 占 有 者 等 又 は 事 業 者 そ の 他 必 要 と 認 め る 
 
 

、 建 物 、 車 両 、 船 舶 そ の 他 の 場 所 
 者 の 土 地                に 立 ち 入 り 、 必 要 な 調 査 を さ せ る こ 
     又 は 建 物 
 
 

と が で き る 。 
 
 
   （ 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 
 
 
 



   第 ９ 章  罰 則 
          
          
 
第 ５ １ 条  第 ２ ５ 条 の ４ 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た 者 は 、 200,000 円 以 下 
                                     
                                     
 

の 罰 金 に 処 す る 。 
          
          
 
第 ５ ２ 条  法 人 の 代 表 者 又 は 法 人 若 し く は 人 の 代 理 人 、 使 用 人 そ の 他 の 従 業 者 が 
                                     
 
 

、 そ の 法 人 又 は 人 の 業 務 に 関 し て 、 前 条 の 違 反 行 為 を し た と き は 、 行 為 者 を 罰 
                                    
 
 
す る ほ か 、 そ の 法 人 又 は 人 に 対 し て も 、 同 条 の 罰 金 刑 を 科 す る 。 

                               
 
 
      
      

（ 罰 則 ） 
 

第 ５ ３ 条 
     （ 本 文 省 略 ） 
第 ５ １ 条 
 
 


